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Ⅰ事業目的

総合相談体制整備事業（概要）

住民の地域生活課題を把握し、その課題を包括的に受け止めるために、社会福祉協議会における総合相談
体制を整備し、その機能を強化することを事業目的とする。

（目指すべき方向）
社会福祉協議会による
『地域の福祉力強化』
『多機関協働による包括的支援』

（基本理解）
　生活のしづらさを抱えた方の相談を単に
受け付けるということではなく、世帯全体の
複合的・複雑化した課題を捉え、これらを 
解きほぐし、本質的な課題の見立てを行い、
様々な相談支援機関等と連携しながら必要
な支援をコーディネートすること、また、関
係機関と適切な役割分担を図りつつ、これ
らと連動し地域における包括支援を目指す。

Ⅱ　事業イメージ

具
体
的
な
事
業
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開
例

★★住民に「身近な圏域」での相談受け止め

★★「住民主体」による地域課題の解決力強化・体制づくり

★★公的な福祉サービスや支援機関へのつなぎ

★★世帯全体の複合化・複雑化した課題の受け止め

★★多機関・多分野との協働による支援ネットワークづくり

★★地域住民・ボランティアとの連携、協働の仕組みづくり
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8月〜 3月  事業実施内容現地ヒアリング
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「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会）」の中間とりまとめ概要
＜ H28.12.26　厚生労働省社会・援護局公表＞



　「総合相談体制整備事業」における「総合相談」とはどのようなことなのか、また「総合相談」の「総合」の意味
することは何なのか、ここで改めて確認することで本報告書のはじめにとします。

　岩間伸之氏は、「総合相談」を「地域を基盤としたソーシャルワークの実践概念」だと位置づけた上で「地域を
基盤としたソーシャルワーク」とは、「個を地域で支える援助と個を支える地域をつくる援助を一体的に推進
することを基調とした実践理論の体系である」と定義しています（「地域を基盤としたソーシャルワークの特質
と機能─個と地域の一体的支援の展開に向けて 『ソーシャルワーク研究』37-1」）。そのうえで「総合相談」に
おける「総合」の意味を次のようにまとめています。

　「総合相談」とはまさにソーシャルワークであり、総合相談体制を整備する本事業は、社協が地域においてソー
シャルワークを展開するための基盤を整備するための事業です。その基盤を整備するうえで「総合」の持つ意
味を包含できているかという視点が必要です。
　また、地域を基盤としたソーシャルワークを展開するために、生活課題の把握後の継続的な見守りや、対象
者の人生軸（ライフステージ）における変化にも対応することが求められます。その場合、個の背景にある世
帯などへのアプローチも必要になります。
　そして、意識化された住民や多くの支援機関との連携やネットワークによるチーム支援がかかせません。社
協が中核となって、様々な機関を結び合わせながらそれぞれの課題に対してチームアプローチができるよう「包
括支援コーディネート」を行うことが必要です。この「包括支援コーディネート」はソーシャルワークの一つで
あり、地域住民や多くの機関を巻き込みながらの支援の展開は、地域の福祉力を高めるための働きかけでもあ
ります。
　総合相談体制の整備を進めていくためには、常にこのような「総合」の持つ意味を確認しながら、社協の各
事業を実施していくことが大切です。地域を基盤としたソーシャルワークの実践を深め、生活のしづらさを抱
えた世帯の課題が地域のなかで解決されていくことが期待されます。
　その参考となるよう本事業を18の実践をもって展開し、次ページ以降のとおり報告しますのでご一読いた
だければ幸いです。

はじめに　　地域で展開する「総合相談」とは
　　　　　　そして「総合相談」における「総合」の意味とは

①地域生活上の多様なニーズをもつ相談
者を支援対象とすること

●「生活のしづらさ」を対象とし、地域生活の福祉ニーズに広く対応すること
　（高齢者、子ども、障がい者といった対象別に専門機関が機能するのではない）

②ニーズ発見から見守りまで（予防的支援
から継続的支援まで）を含めた支援をす
ること

●重篤な状態になってから専門的な援助を提供するのではなく、そのような状態
になる前に積極的に働きかけていく

●危険な状態を脱してからも地域住民が中心となった見守り活動が不可欠となる

③相談者のライフステージにかかわり、長
期的展望をもって支援すること

●ワーカーが相談者の生活の場にいることで、多様なライフステージにわたる長
期的なアプローチが可能

④多様な担い手たちが相談活動に参画し、
ネットワークや連携・協働によって働き
かけること

●担い手には専門職や行政関係者だけでなく、地域住民やボランティア等も含む

⑤相談者と地域との関係を重視し、総合的
かつ一体的な変化を促すこと

●ソーシャルワークにおける問題解決は、相談者の変化だけを促すのではなく、
本人をとりまく環境を一体的に視野に入れて変化を促す

「総合相談」における「総合」の意味 （本会要約、作成）
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支えあい自ら輝く地域づくり

身近な圏域プロジェクト

事業を必要とした背景

　相談業務を実施する中で、複合的課題を

抱えた世帯の問題に直面したが、解決のた

めには社会資源が必要である。

　また、生活支援コーディネーターによる

民生委員などに対するアウトリーチの動き

が出てきた。さらに地域に対して取り組み

の「見える化」が必要である。

【実施内容】
●生活支援コーディネーターが地域

訪問や地域活動に参加しながら、
住民との関係づくり及び情報収集
を行い、ＳＮＳや広報などでサロ
ンなどの情報を発信。

●サロン（居場所づくり）開所に向け、立ち上げを支援するとともに、民生委
員と協働して一人暮らし高齢者の家を中心に状況把握を行い、孤立が心配
される方を抽出して月2回の直営サロンを実施。

●町民の地域づくりへの主体性を高めるために、地区学習会や福祉講演会を
開催したり、町民の代表者で構成する「まちづくり検討委員会」を設置し、
立科町の住民が目指す地域づくりについて意見集約。

【成果】
●アウトリーチで発見した地域の活動を評

価することで、活動意欲が高まった。
●アウトリーチを重ねることで、既存の活動

以外の取り組みが見えてきた。
●サロン立ち上げ支援により新たなサロンが

1か所開設した他、地区学習会にて人材の発掘ができた。
●まちづくり検討委員会では住民自身が求める地域づくりとして、「住民の社

会参加を促すためにポイント制導入の検討」「すべての生活課題に対応可能
な有償在宅支援の実施」「総合的な相談窓口の設置」「地域の居場所づくり
の推進」などの意見が出された。

【今後の展開】
●地域に出向いた学習会や懇談会の開催、生活支援コーディネーターによる

アウトリーチなどの活動を継続し、地域との関係づくりと情報収集を行い
ながら、地域のキーマンの発掘、育成を行う。

●地域資源の開発を進める。
●地域の居場所づくり事業を住民の主体性を大切にしながら行う。
●生活支援コーディネーターがアウトリーチで得たニーズや資源とまちづくり

検討委員会の意見をすり合わせ、地域の実情に合った有償在宅支援の仕組
みをつくる。

●住民に寄り添う形で地域の助け合い活動を醸成する仕組みをつくるため、
個別やモデル地区の導入も含めて検討したい。既存のつながりを壊してし
まわないような配慮が必要である。

具体的な事業計画

◎既存の地域での少数の集まりを活かし、

関係者との関係づくり及び情報の把握

◎サロン（居場所づくり）の立ち上げ支援

◎福祉講座等にて地域住民の中で人材の

発掘、運営のための支援

◎地区内のサロンなどの事業を情報発信

◎関係機関（地域包括、協議体、民生委員

児童委員）との情報共有と集約

◎民生児童委員協議会と連携して町内の

一人暮らし高齢者（約200名）の訪問

取り組みのポイント
　地域に密着し、新たなサロンづくりの展
開であるが、この動きの中心は介護予防・
日常生活支援総合事業の生活支援コー
ディネーターである。コーディネーターが
アウトリーチを徹底し、住民との関係をつ
くりながら情報収集を行うとともに、地区
での福祉の学習会を通じて住民の意識改
革を促している。

地域支え合い活動

生活支援コーディネーターによる
アウトリーチ

第３回まちづくり検討委員会

立科町社会福祉協議会

生活支援コーディネーターや地域福祉担当者が地域への
アウトリーチを積極的に行い、住民との関係づくり、地

域での居場所づくりを行いながら、地域からの情報集約と地
縁の中での助け合い活動への働きかけを展開します。
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南箕輪村社会福祉協議会

トップダウンからボトムアップを意識し、何かをつくると
いう視点よりも、住民自らに気づいてもらう機会とし

て「なるほど・ザ 地域懇談会」を実施します。行政懇談会に
ならないよう、地域包括支援センターと連携して地域のポ
テンシャルを再評価します。

事業を必要とした背景

　もともと地域で根付いている取り組みに

さらにスポットをあて、何気ないちょっとし

た助け合いや支え合いを再発見し、「見え

る化」へとつなげていきたい。

　また、地区懇談会を村内全12地区で実

施するとともに、モデル地区を2地区選定

し、他地区とは違う懇談会のあり方を模索

したい。

具体的な事業計画

◎組織されない地域資源の発掘〈社協が

把握していない地域資源の発見、見える

化、評価を実施〉

◎地区懇談会〈区及び地区社協と連携して

地区住民を対象としたワークショップ〉

◎地域支援における生活支援体制づくり

セミナー〈地域の資源探し講座（全2

回）、地区講座（全2回×2地区）〉

◎全体セミナー〈事例紹介兼講演会〉

◎福祉事業者向けセミナー〈地域既存資

源の利用について〉

取り組みのポイント
　何気なく行っている住民活動の意味づ
けや意識づくり、気持ちづくりを徹底して
いる。地区懇談会を通じて住民の気づき
につなげていく取り組みは、まさに「我が
事」感の醸成である。社協が新たに何かを
作らなくても、住民の気づきから新たな活
動が生まれてきている。

【実施内容】
●全12地区で「なるほど・ザ 地域懇談会」の開催。

うちモデル地区2地区では2回開催。（全14回）
●住民向けに、すでに日々の暮らしの中にある組

織的な活動から身近にある名も無い活動を見つ
め直し、その活動に対する意味づけの講座「な
るほど・ザ 地域塾」を2回開催。

●福祉関係者向けにセミナーを開催。

【成果】
●地域懇談会のアンケートでは、本懇談会をきっ

かけにご近所づきあいについて「何かしたいと思った」「挨拶等はしようと
思った」など何らかの形でご近所づきあいを深めようと思った人が95％お
り、無理をしない普段の暮らしの中から生まれる支え合いを考える場とし
て活用できた。また、このような懇談会について継続して話し合いを持
ちたいという人が63％、何年かに1回は話し合いを持ちたいという人が
23％おり、地区のなかでの話し合いに対する機運づくりができたと思わ
れる。

●みんなが知っている「地域活動」から、身近にある「名も無い活動」を出し
合うなかで、それぞれの取り組みの意味を再認識。「名も無い活動」でも
意味づけを行うことによりその活動が地域資源（お宝）であることを理解
することにより、普段の暮らしの取り組みを熟成していこうという気持ち、
地域をもう一度見つめ直してみたいという気持ちづくりへとつながった。

●福祉関係者向けに行ったセミナーでは、安心して暮らせる地域づくりは、
住民同士の支え合いが基本となることが理解され、それをバックアップす
る事業所等の専門職の協力の必要性を事例を通じて考える機会となった。

【今後の展開】
●3年目となる「きっかけづくり」「機運づくり」をより多くの人に理解しても

らうことを目的にセミナー等を継続して行う。
●地区懇談会を引き続き行い、より身近な地域にすでにある地域の資源（お

宝）の再発見・再認識を広めていく。

地域の支え合い再発見
及び共有支援

なるほど・ザ 地域懇談会

なるほど・ザ 地域塾

身近な圏域プロジェクト
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高森町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　ボランティアセンターでは、ワンストップ

機能であるまいさぽ出張相談所を行ってお

り、生活に課題を抱えた住民からの相談

も含めて多様な相談を受け止めてきた。一

方、地域のたすけあい活動には、地区単位

で有償にて行われる「お助けマン事業」が

あるが、年数の経過や関係者の思いの違

いなどもあり、地区において取り組みの格

差が生じてしまっている。また地域住民に

事業が浸透されていない状況もあり、フォ

ローアップが必要な状況である。

【実施内容】
●モデルとして2地区にアプローチをして民生委員、お助けマン、地区役員等

と打合せを実施。
●高森ささえあいネットワーク（協議体）が開催する「サロン居場所サミットin

高森」をお助けマン研修会を兼ねて実施。

【成果】
●モデル地区にアプローチを続けたが、課題を共有するまでには至らなかっ

た。
●社協単独のアプローチではなく、地域の助け合い活動の団体、民生委員、

サロンの代表者も加わって構成される協議体に着目し、分かりやすい地域
づくりとしてサロンづくりを採り上げ、サロン居場所サミットが開催された。

【今後の展開】
●サロン未実施の地区やフォローアップが必要な地区に対して民生委員や地

域包括支援センターと連携しながら、地域で一緒に考えるお膳立てをして
サロンづくりを後押ししていきたい。

●先進地域の地域づくりを徹底的に学びながら、地域塾や地域福祉懇談会
を行っていきたい。

●保存版のリーフレットを作成してボランティアセンター機能を住民に周知し
ていきたい。

具体的な事業計画

◎「お助けマン」のマニュアルの改訂

◎研修会の開催

◎地区会議の開催（モデル地区を選定し重

点的に実施、地域のニーズ把握調査、地

域住民に対する会議を自治会、民生委

員と協働で開催）
◎地区で「お助けマン」を認知してもらうた

めの広報活動

取り組みのポイント
　社協の本所とは別の拠点であるボラン
ティアセンターは、緩やかな居場所として
存在し、なにげない生活相談から生活困窮
者の相談を受け止められる総合相談機能
として機能している。また、多機関からな
る協議体を通じて、分かりやすい地域づく
りとしてサロン活動に着目し、地区へのア
プローチを準備している。

西塩沢学習会

サロン居場所サミット in 高森

「お助けマン」事業は行政主導でスタートしま
したが、フォローアップが行き届かない面

があります。活動が停滞した地域があるほか、年
数回開催のサロンが中心となってしまっている現
状もあり、まずはモデル地区に出向き、私たちも
一緒になって活性化を目指して取り組みます。

地域交流センター

地区の福祉ネットワーク構築のために
「お助けマン事業」を再構築

身近な圏域プロジェクト
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天龍村社会福祉協議会

高齢者が高齢者を支える状況があ
り、地域の弱体化が大きな問題

です。今あるサロンが高齢化により担
い手が不足している状況の中で、今あ
る暮らしを壊さずにどのように取り組
んでいけるのか模索しています。

事業を必要とした背景

　人口減少、少子高齢化の加速とともに集

落全体の活気が弱まってきている。

　また、以前まで行われていた「あつまらま

い会」のリーダーの担い手が見つからず、

会の継続が難しい状況がある。

　一方、地域で暮らし続けたい高齢者に

とって、健康保持、地域支え合い、助け合

いの基盤づくりは必要不可欠であるため、

複合的な課題を抱える高齢者に関わるきっ

かけづくりとしての「集い」の開催を支援

し、「集いの場」の継続を図る体制づくり

を行う。

具体的な事業計画

◎過疎地域高齢者の健康保持、生きが

い、自らが行う介護予防の促進

◎希薄になりつつある相互コミュニケー

ションの活性化

◎総合相談支援の地盤づくり（行政との

連携）

　「集い」を開催し、地域の様子をうかが

う機会を設けることから始め、継続性を

持たせるため、地域に負担をかけない範

囲で地域に寄り添いながら働きかけ、主

体性をもってもらう工夫を行い、会の継

続を図る。

取り組みのポイント
　過疎・中山間地域が多いのは本県の特
徴である。限界集落での取り組みにおい
て、「いまある暮らしを壊さず」という視点
や、「リーダーになるのは厳しいが、お手
伝いであれば」という住民感情を意識しな
がら、無理なく住民が実施できる取り組み
を社協と住民が一緒に考える取り組みであ
る。

【実施内容】
●向方・大河内の2地域で「ふれあい会」

を開催し、一同に会して昼食を共に
する中で、社協の存在を身近に思っ
ていただくきっかけづくりを行っ
た。参加者全員が笑顔になってもら
えるように、マジックショーを取り入れ、住民の
希望によるカラオケ広場も開催し、皆笑顔で賑や
かに楽しいひとときを過ごした。来年度も継続し
て開催してほしいとの意見が多数あった。

【成果】
●地域へ足を運びふれあい会を開催したことで、住

民には魅力あるたくさんの個性があることや高齢
者の底力を実感できた。また、参加者の元気で美しい笑顔の発掘ができ、
地域の方の笑顔によって社協としても元気をもらえた。

●参加できない人に対する配慮の声もあり、お互いに支え合う気運が生まれ
た。

【今後の展開】
●向方地区は、反省会の意見から次年度は送迎を有りにして、昔やった手仕事

をしながら会話をする会で実施する。また、当日会場へ来られない人の希
望を取り、同じお弁当を皆で手分けして配達も行なう。

●大河内地区は、カラオケの希望が根強く次年度もプログラムに入れるが、昼
食は稲穂会（地元の担い手グループ）を中心に男性の参加も促しながら、五
平餅をみんなで作って食べることを試みる。

●新たに梨畑地区で、地元へ相談しながら実施する予定である。
●社協を身近な存在だと感じてもらい、何かあったらいつでも気軽に相談し

やすい存在になる。
●地域の担い手である6０代の方々の参加が少ないのでアプローチを検討

し、参加を促していきたい。

過疎地域における
総合相談支援の地盤づくり

天龍村のお茶摘み風景

大河内ふれあい会の様子

向方マジックショー

大河内ふれあい会の参加者

向方ふれあい会の料理

身近な圏域プロジェクト
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南木曽町社会福祉協議会

地域住民のニーズの把握と
地域支援の基盤強化

事業を必要とした背景

　町から委託を受け相談事業の強化を予

定している。既存の心配ごと相談は月１回

で年間を通した相談件数は少ない。定期的

に民生児童委員の連絡会も実施している

が、ニーズ把握やその対応が縦割りのもの

となってしまっている。

　一方、サロン活動は各町内会に約30か

所あり、年間を通じた延べ参加者は1,000

名を超え、職員がサロンに積極的に訪問し

て顔つなぎをしている。

　まずは、サロンの運営をサポートする連

絡員にアンケート及び個別の聞き取りを実

施し、サロンが抱える課題や地域課題の把

握に努め、町全体の相談事業の活性化に

つなげていきたい。

【実施内容】
●サロン連絡員へアンケート配布及び個別の聞き取り調査によりサロンの課

題、地域の課題について把握。
●毎月定期開催される各サロンを訪問し、社協の総合相談事業についてサロ

ン参加者に周知。

【成果】
●アンケート配布と聞き取り調査により、サロンの現状と課題について確認

することができた。
●社協職員が直接サロンを訪問し、総合相談事業について話すことで社協が

相談窓口を担っていることを知ってもらえた。
●サロンの連絡員が把握している地域の課題及び世帯の課題が社協へ情報

提供される仕組みができつつある。

【今後の展開】
●各サロンが抱える課題の解決に向

けての取り組み。
●地域の困りごとについてサロン活

動などインフォーマルな機関と連
携を密にして解決に向け取り組
む。

具体的な事業計画

◎サロン連絡員へのアンケート及び個別調

査を実施し、サロンの課題の把握

◎社協の総合相談の周知を住民向けに実

施

◎地域住民が主体となって支え合う地域

づくりの展開

取り組みのポイント
　サロン活動や有償在宅福祉サービスの
取り組みが活発であり、その先行する事業
に新設された総合相談事業の担当職員が
アウトリーチをして、住民のニーズの把握
を行い、把握した生活・地域課題の解決の
ために役場や専門機関につないでいる。

サロンは各町内会に約 30 か所

各地域で展開されているサロン活
動や、生活支援を実施する有償

在宅福祉サービスにて地域の困りごと
を把握し、社協の総合相談機能にて受
け止めて課題解決を図っています。

各サロンへ訪問し、アン
ケート配布、個別の聴き
取り調査

身近な圏域プロジェクト
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大桑村社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　各地域でサロンが住民主体で盛んに行

われてきたが、担い手や参加者の高齢化

及び、地域のボランティアが定期的に開催

し何かを企画することに疲れてしまったこ

となどによりサロン事業が衰退してしまっ

た。

　そこで、平成26年度から社協職員が担い

手となり、有償で元体育の先生など3人の

人材が活躍する楽しい居場所づくりとして

カフェ事業を実施し、現在18か所に拡大し

ている。さらにカフェ事業を継続的に開催

し、楽しい居場所づくりを充実させていき

たい。

具体的な事業計画

◎運動事業活動の充実 

　現在、村内在住の元体育教師3人がカ

フェで運動指導を行っているが、住民に

とっては新鮮な時間であり、今後も継続

的に行うための機材の充実を図る。

◎一人暮らし高齢者の『食』に関するアン

ケート調査の実施

　カフェ参加者のつぶやきの中に、“一人

だと簡単に済ませてしまうから、みんな

で食べられるとうれしい”、“近くの店が

閉まってしまったので、買い物に不便な

ことがある”といった声を度々聞くことが

あった。村では一人暮らし高齢者世帯が

200を超えているため、「食」に関する実

態調査を実施して課題抽出を行う。

◎『ごちそうキャラバン隊』の実施

 　一緒に食事をする機会を作ることで、個

人の持つ能力の発揮や男性の参加を促

す。また、自宅に閉じこもりがちになりや

すい冬季間の参加を促進する。

取り組みのポイント
　社協の直営サロンのような取り組みとし
てカフェという名称で地域展開している。
また、カフェでは無償のボランティアでは
なく有償の指導者を地域の人材から発掘し
ている。さらに、新たに取り組んだ「食」に
ついては、誰にも関連することなので様々
な層とのつながりが生まれ、社協の事業と
しても分野横断の考え方につながっていっ
た。

【実施内容】
●一人暮らし高齢者の「食」に関するアンケート調査の実施。
　対象者：65歳以上の一人暮らし世帯　228人
●ごちそうキャラバン隊の実施。
　11月「五平餅づくり」「晩御飯の一品」
　12月「本格的餃子」「ピザづくり」「そば打ち」

【成果】
●「食」に関するアンケート結果からは、「一人の食事が寂しい」という回答が

多く、単に食事をすることだけを目的とせず、「これ美味しいね」と言葉を交
わして食事をする重要性が見えてきた。

●「ごちそうキャラバン隊」では、食に関する「地域の名人」と、食について
学びを深めたい意欲のある住民とがつながる大きなきっかけとなった。特に
「五平餅づくり」や「ピザづくり」では、子ども達が参加した企画となったた
め、子ども達からは「またやってほしい」という要望も多く聞いている。

●「食育」にも関連して考えると、高齢者だけでなく子どもへの「食」の支援を
継続していくことの意義がある。

【今後の展開】
●地域に密着した「会食サービス」の検討
　「食」に関するアンケートからは「一人の食事が寂しい」という結果が出て

いる。単に食事をすることだけを目的とせず、食を通じて地域交流を促して
いくための「会食サービス」等を企画し、地域全体で関わっていきたい。

●「こどもカフェ」などの居場所づくりの検討
　今回のごちそうキャラバン隊では、「五平餅づくり」「ピザづくり」など子ど

も向けの企画もあったため、子どもたちからは「またやってほしい」という
要望も多く聞いている。「食育」とも関連して考えると、高齢者だけでなく子
どもへの「食」の支援を継続していくことの意義は大きいため、「こどもカ
フェ」などの居場所づくりに向けて地域住民とともに計画していきたい。

ごちそうキャラバン隊

「食」を通じたコミュニティカフェづくりと
相談支援体制の構築

地域でサロン活動を実施してきましたが、中心的な存在が80代に
なるなど存続が難しくなってきたので、1回100円のカフェを地域

で展開しています。元体育教師の指導が大変好評で、楽しんで参加で
きる取り組みとなっています。高齢者にとっても、また、子育て世帯の方
にとっても食は誰にも共通しているものであり、地域の見えないニーズ
の把握のために、食を通じた取り組みを実施していきたいです。

身近な圏域プロジェクト
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生坂村社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　高齢化率が約41％の村内に、高齢化率

が一桁の働き盛り世代を中心とした団地

がある。社協としては当該団地に対する関

わりが少なかったことから、住民の暮らし、

生活がなかなか把握できておらず、地域内

の交流はもとより、当村に生活していると

いう意識自体がどの程度あるかわからな

かった。

　このことを踏まえ、当該住民が今後の村

の重要な資源となるよう意識づくりを行い

たい。また、地域にかかわり、生活する一人

ひとりが「我が事」として村の実情を知り、

共有を深めることで支え合いの機運を高

めたい。

【実施内容】
●グラウンドゴルフ通じての交流事業。
●11月 生坂おとこ塾『おしえてお父さん』（長野大学の学生の協力の下、地域

情報の収集を兼ねた交流プログラム）。
●2月 生坂おとこ塾（長野大学の学生による『おしえてお父さん』の結果報告）。
●2月 地域支え合い推進準備委員会（10年先、20年先の暮らしがどうなるか、

どうありたいか、足元から見つめられる意識づくりと担い手としての参画へ
の道筋を目指す）。

●ボランティア感謝の集いのプログラムの一つとして、長年の活動への表彰と
情報共有・啓発。

【成果】
●井戸端会議形式の情報交換や共有の機会は初めての試みだったので、学生

と生坂おとこ塾の交流プログラムにより、村の輝いていた時代、現在に至っ
た推移、未来への展望が見えてくる貴重な機会となり、移住者や子育て世
代との同様の機会の必要性を感じた。

【今後の展開】
●子育て世代・移住者へアプローチする
●地域支え合い推進会議 ( 協議体 ) の設置に向けて検討していく。

具体的な事業計画

◎「村の歴史を知る」

　長野大学の協力のもと、村の歴史・暮ら

し・村の未来などについて村の人から知

る機会を設け、村に対する住民の想いな

どを共有。

◎「モデル地域の生活実態把握、関わりの

見立てづくり」

　現在の暮らしのリサーチ、得られた情報

を基に見立てを立て、多世代のワーク

ショップを実施。

◎「支え合い機運醸成のための企画実施」

　地域の課題把握と解決方法を考える機

会の創出、イベント等による多世代交流

の実施。

生坂村の人口は約1,800人、高齢化率は41％で
す。村では70代、80代の元気な高齢者が日中

の現役世代として様々な活動で経験を活かしながら
活躍しています。
　今後、若い世代や移住者に、今ある地縁を壊さな
いようにしながら、地域の支え合いを継承していく
ために、村を知る活動から始めていきたいです。

取り組みのポイント
　住民が何に困っていて、何を望んでいるのかを把握するために、大
学と連携しながら地域の男性から村の歴史を学んだり、住民の井戸
端会議や雑談の中からでてくるちょっとしたつぶやきを拾うなど、住
民から聞き出しやすい雰囲気を作っていくことに着目している。

生坂おとこ塾『おしえてお父さん』

多世代交流と新たな担い手確保に
向けた地域の福祉力向上事業

地域支え合い
推進会議準備委員会

身近な圏域プロジェクト
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信濃町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　地域において人口減少・高齢化が進むこ

とで地域の居場所や役割として機能してい

たサロン活動が衰退してきている。また、

生活困窮者からの相談を受ける中で、地域

との関係性が希薄な部分が感じられる。こ

うした方々に対して居場所と役割の提供と

して送迎付きの「お買い物サロン」を月2回

実施している。それぞれの居場所と役割の

提供及び生活困窮者への理解が必要な状

況である。また、お買い物サロン以外にも、

身近な圏域で相談することができる拠点を

検討したい。

具体的な事業計画

◎従来より実施している「お買い物サロ

ン」に、生活困窮者等がボランティアと

して参画し、担い手として役割をもつこ

とで自立できるよう推進する。

◎地域住民に対して、生活困窮者への理

解が生まれるよう人材養成を行い、住民

主体による地域課題の解決力強化・体

制づくりを図る。

◎旧小学校区などの身近な地域での相談

受け入れと解決を試みる体制づくりを図

る。

「お買い物サロン」は、地域で孤立していた方も「私は買い物が
好きだから参加する」というように、自尊心を傷つけない工夫が
ある。こうした居場所としての存在と、職員が見守りから介入のタ
イミングをはかり、自然な形で相談につながったり、ボランティア
と一緒に役割を得ることができている。
　また、新たな取り組みを始めた豪雪地域では、秋の台風により
避難所が開設されたことで住民の意識が高まったことを地域へ
の介入のチャンスと捉え、あえて雪深い2月に学習会を開催。タイ
ミングを大事にした地域づくりが行われている。

【実施内容】
●「お買い物サロン」における支援を必要とする方の居場所と役割づくり。
●住民主体による地域課題の解決力強化のための講演会。
●旧小学校区における住民学習会等の機会づくり。

【成果】
●「お買い物サロン」を通じ、支援を

必要とする方の孤立感の解消や見守
り体制を確立することができた。

●誰もが住み慣れた地域で自分らしく
役割を持って暮らし続けられるよう
地域住民の意識の醸成に努めた。

●旧小学校区における相談拠点の準備を行った。

【今後の展開】
●身近な地域（旧小学校区）での相談受け入れと解決を試みる体制づくりを

継続し、さらに他地域への展開を進めたい。

生活困窮者支援から
地域共生社会の実現に向けて

住民学習会

お買い物サロン

高齢化が進む町において、商店が減ったこと、地
域活動の担い手が不足したことがきっかけで

「お買い物サロン」の取り組みが始まりました。
　送迎付きで実施しているので地域のサロンにいけ
ない方や地域で孤立した方の居場所として展開でき
ました。
　さらに身近な小地域で相談を受け止める場と機能
を確立していきたいです。

取り組みのポイント

身近な圏域プロジェクト
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飯綱町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　旧牟礼村で平成５年から開始された地

区福祉推進委員会は平成17年の合併に伴

い全町に拡大した。一方、名前が難しく浸

透しなかったため、現在は「つながり隊」の

愛称で活動を推進している。

　地域の見守りや助け合いの仕組みによ

り、住民同士がお互い助け合うことがで

き、「つながり隊」からの相談も出てきてい

るが、まだ地域に浸透しきれていないので、

さらなる周知を行い、地域のセーフティネッ

トとして地域の見守りや助け合いを進めて

いきたい。

【実施内容】
●飯綱町は、行政区が50地区に分かれ

ており、それぞれの地区でつながり
隊の活動をお願いしている。29年度
は、28地区で45回の学習会を開催。

●つながり隊を中心に、地域福祉活動
計画の基本目標の重点項目を進めて
いくため、福祉活動について分かり
やすく伝える4回シリーズのマンガを
広報紙に掲載。

【成果】
●それぞれの地区に行き、地域課題を

伝え、共有することにより、少しずつではあるが「つながり隊」の必要性や
活動などについて理解を示していただけるようになってきた。

【今後の展開】
●広報紙のマンガをもとに、「つながり隊」の活動をアニメで紹介したＤＶＤ

を作成。3月の「地域福祉フォーラム」でお披露目する予定である。声優に
は地元の中学3年生やお話の会の皆さんにも協力いただき、つながり隊を
知らない生徒にも活躍してもらうことで、親の世代にも関心を持ってもらい
たい。

●つながり隊を中心にした声かけや見守りなどつながりづくりの活動から、
地区の方のちょっとした悩みや相談ができ、誰もが安心して暮らせるよう、
住民の方と一緒に地域づくりを進めたい。

具体的な事業計画

◎地域での声かけや見守り、ちょっとした

助け合い活動の“わ”が広がるよう「つな

がり隊」を推進する。

◎つながり隊の隊長研修会を実施する。

◎重点推進地区を設置し学習会や研修会

を実施する。

◎「つながり隊」の活動を分かりやすくす

るためのＤＶＤを作成する。

◎地域福祉活動計画の推進のため、地域

づくりを進める中、地域のつながりを深

め、仲間づくりなどから悩みごとを相談

できる環境をつくる。

取り組みのポイント
　地域福祉活動計画の重点項目をマンガやアニメにして伝えたり、
あいさつだけでなく近所づきあいにもう一声かけることで「実は
ね・・・」と相談が聞けるなど、人と人、さらに地域とのつながりを大
切にしている。さらに、住民に対する福祉教育を地区福祉学習会とし
て取り組み、職員が徹底的に黒子になりながら話し合う場をつくる仕
掛けをして、地域づくりにつながる取り組みを行っている。

つながり隊チラシ

広報紙に掲載したマンガ

地区福祉推進委員会
「つながり隊」を通じた相談機能の強化

地区福祉推進委員会という名称では住民にとっ
て活動が分かりづらいため「つながり隊」とい

う愛称で活動を展開し、社協は実施のための下支え
としての調整を行っています。
　また、第2期地域福祉活動計画を策定し、住民は
具体的に何をすればいいのかという部分を、マンガ
で分かりやすく伝えていきます。

身近な圏域プロジェクト
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軽井沢町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　町の特徴として、人口が２万人規模とな

り、リゾート地・保健休養地両面の顔を持

ち合わせ、年々人口が増加している状況。

　社協のボランティアセンター事業とし

て、ボランティア活動を推進していくた

めの「相談」に着目し、地域住民のみ

ならず、教育機関、福祉施設、NPO 法

人等との「連携」、そして、単に「相談」

を受け付けるだけではなく、相談者の本

質的な課題をとらえ、必要な支援へとつ

なぎ合わせるためのコーディネートを強

化していく。

【実施内容】
●11月以降毎月１回の情報市庭を開催し、平均25名程度が参加。運営委員

会のメンバーが毎回ファシリテーターとなり、1時間という制限の中で効果
的な情報交流が育まれるよう取り組んでいる。

　「四角い懇談会」ではなく、「まぁるい情報 PR タイム」となるよう、机の配
置や顔の見える環境設定を心掛けている。

【成果】
● IT 関連企業の委員により、情報市庭のホームページが開設さ

れた（https://karuizawajohoichiba.jimdo.com/）。
●情報市庭参加者の中には、移住後数カ月の個人、週末勤務

型の第3次産業従事者（平日はフリー）等も含まれ、情報交流
の中から具体的に自分のテーマに見合った内容を見つけ、活動に移ること
を希望する方も出てきている。これまで継続した交流が維持できなかった
組織が、毎回顔を出して自発的に情報収集を行い始めている。運営する運
営委員が楽しみながら、やりがいを感じ、イキイキしている。

【今後の展開】
●信州型コミュニティスクールの推進は、学校も地域の情報と接点を持つ機

会となることから、学校運営と地域ニーズの接点探しへの活用を勧める。
●「実績」を実施上の“化学反応”として表現し、大勢の町民に向けて可視化して

いく。
●定着化を進め何があっても中断・中止しない。そして諦めない。（運営委員

同士の合言葉）。
具体的な事業計画

◎「ちいき活動みほん市」の発展版である

「月例情報市庭」を実施する。

◎月例情報市庭から取得される「情報」を

もとに、ボランティアセンターの行う「相

談活動」を調査・研究し、関係機関へ周

知する。

◎ボランティア・地域活動者の定期的な懇

談の場として、情報市庭を活用した情報

交流の場を、目的に沿って毎月１回開催

する。

ボランティアセンター発、
月例情報市

い ち

庭
ば

の取り組み

取り組みのポイント
　ボランティアセンター運営委員会は、自営業者や主婦、ボランティア
団体の代表者など、様々な職種・立場の方で構成されており、多機関協
働・学社融合の視点を持ちながら、関係機関への丁寧な信頼関係の構
築と積極的なアウトリーチを実施している。月例情報市庭の取り組みで
は、いままでにないような相談もあり、早期発見・受け止め・担い手の仕
掛けにつながる総合相談機能が充実する取り組みである。

月例情報市庭の様子

月例情報市庭で名刺交換、交流

ボランティアセンターのある施設は町の郊外にありま
す。多くの活動テーマに寄り添い、ボランティア・地域

活動が推進されているかどうかを住民目線で確認、評価、
実行できるよう運営委員会を組織しています。運営委員は
住民の代表であり、住民参加の原則に焦点を置き、運営方
法を開発していくことで持続可能な組織につながると感じ
ています。

多機関協働プロジェクト
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ワークスペースの整備と
居場所づくり事業
御代田町社会福祉協議会

まいさぽ出張相談所として総合相談を受ける中
で、地域の縁側あさひを居場所にしながら、そ

の中で役割を持って活動できるよう展開します。
　また、地域の方との協働により、障がいのある方
も生活困窮者も地域の方と一緒に役割を果たす地
域共生の視点を地域にて実践したいです。

事業を必要とした背景

具体的な事業計画

◎「地域の縁側あさひ」の一室を作業がで

きるワークスペースとして整備する。

◎まいさぽ佐久と連携を図りながら、内職

などの仕事と地域の縁側あさひを結び

つける。

◎対象となる方への説明及び利用を希望

する方（まいさぽ相談者及びやまゆり作

業所の利用者等）の登録を促す。

◎ワークスペースでワークシェアリングを

実施する。個々の状況に応じて、情緒面

や生活支援等サポートを実施する（町保

健師やまいさぽ佐久との連携）。

【実施内容】
●モデル事業の実施における準備段階として職業体験　
　※作業体験（りんごの仕分け作業）及び販売体験（計２回）
●業務の受託に向けた営業活動（町内外企業７社）
●対象者への説明及び案内（計６名）
●業務受託（1社）
 ※業務内容（ジュース及びジャムのラベル貼り）。

【成果と今後の展開】
●業務の受託には至ったものの、本事業における対象者は、事業の説明及び

案内を行ったが、人材が乏しく業務が停滞気味である。今後の活動展開とし
て、まいさぽの相談者やまいさぽの相談に至っていない方々にアプローチを
していくためのツールとして、多機関との協働により事業の安定を目指して
いきたい。

●相談業務を行っていく中で、中間的な就労と居場所（役割）が必要な方には
積極的に働きかけを行い、今後の事業展開につなげていきたい。

　空き家を利用して地域の高齢者や子育

て中の親子などが交流できる拠点として、

「地域の縁側あさひ」の事業に取り組んで

きた。

　昨年度からは、それまで比較的利用が少

なかった児童等を対象として、学習支援を

含む「子どもの居場所事業」を立ち上げ、

現在も継続実施している。

　さらに、誰もが気軽に立ち寄れる居場所

を目指していくため、「地域の縁側あさひ」

を開放して、生活困窮者をはじめ、家に引

きこもっている方や障がいのある方などが

そこに立ち寄り、役割を担い、併せて居場

所を確保することにより、個々の生活意欲

を高めていくための拠点としたい。

取り組みのポイント
　空き家を活用した地域の居場所において、生活困窮者や引きこもり状
態の方、障がいのある方にも焦点を当て、新たに整備されたワークスペー
スにて、役割を提供することで自己有用感を高められる居場所となってい
る。また、ワークスペースで行う仕事（役割）の獲得のため、職員が企業に
出向いて内職のような仕事を出してもらえないか企業回りを実施するな
ど、「しごと」の分野に社協が飛び込み企業開拓を行っている。

りんごの仕分け作業

販売体験

多機関協働プロジェクト

15



街のフリースペースで展開する
相談支援及び情報提供
下諏訪町社会福祉協議会

事業を必要とした背景 【実施内容】
●「にこっと」にて9月より「わくわく☆ハ

ンドメイド」講座を毎月1回実施。様々
な方が集まり一緒にものづくりをした
後、地域のボランティアが作ったお昼
を一緒に食べ解散する居場所を開催。
11月からはイオン内のフリースペース
にて実施。地元の高校ボランティア部
の学生がメインで運営。

●子ども、生活困窮、障がい、仕事の4
分野について週替わりで情報提供を行
う「ぷらっとひろば」の一角に「ぷらっ
とルーム」を開所。

【成果】
●一人親家庭、障がいがあ

る方、生活困窮者など様々
な方が集まり、それぞれ
の過ごし方をしている（食
事だけに来る人もいる）。
地域住民、高校生のボラ
ンティアとのつながりも
できてきており、会話の
中で、学校のことや日頃の生活の話ができるようになってきている（情報
交換の場）。

●どこにもつなぎ先がない方（サービス利用までは至らない方）たちを一旦
受け止める場として紹介できる。

●ハローワークの相談日は、相談件数が多いなどの傾向はあるが、それぞれ
の立場でこの場の有効性を感じてもらっている。

【今後の展開】
●地域の居場所（サロン、縁側）づくり事業を住民の主体性を大切にしなが

ら行う。
●障がいがある方たちの余暇活動の場が少ないため、まず「ぷらっとひろば」

に来ている障がいがある方たちと、町内の障害者計画相談事業所とが連携
して自主グループ化を検討する。

●開催日時を検討し、他の相談機関との違いを出していく。
●協力機関との打ち合わせ会の中で、横のつながりや複雑な事例について検

討等ができればと考えている。また、協力機関をさらに増やしていきたい。

具体的な事業計画

◎「にこっと」にて子どもをターゲットにし

た学習会や事業を展開する。

　「ひとり親家庭応援事業」とも連携し、

高校生のボランティアにも協力を得なが

ら月１回開催。

◎オープンスペース「ぷらっとひろば」で

困りごと相談窓口を設置する。

　週１回、日常生活の相談や困りごと（健

康、生活、お金、仕事、介護、子育て等）

が受けられる窓口を設置。必要があれ

ば、より専門的な機関（まいさぽ、保健

センター、弁護士、ハローワーク等）につ

なげられる体制を構築する。

取り組みのポイント
　イオンのフードコート内というオープン
スペースに開設された「ぷらっとひろば」
では、社協が仕事も含め、福祉に限らず多
様な分野に裾野を広げて、相談もできる情
報提供の場をコーディネートしている。ま
た、誰もが立ち寄りやすい利点を活かし、
気になる方を誘いながらなにげなく専門機
関が相談を聞くアプローチができたり、制
度の狭間に陥ってしまった方を一旦受け止
める場にもなっている。

　昨年度、空き家を利用したコミュニティ

スペース「にこっと」を開所した。「にこっ

と」ができたことで地域の声が拾える場に

なってきているが、スペースが家の中にあ

り入りづらい人もいるので、何か仕掛けが

必要な状況であった（若年層の利用も少な

い）。

　そこで、町内にある商業施設のイオン内

のスペースを借りて居場所づくりを目指し

ている。居室型のスペースだけでなく、オー

プンスペースの場での仲間づくり、場づく

りも展開していきたい。

昨年度、開所したコミュニティスペース「にこっと」は、一
軒家のため、もっと気軽に入れるスペースを検討し、

町内にあるイオンに相談し、オープンスペースを借りること
ができました。高齢者、障がい者、生活困窮者、子どもなど
様々な人たちが立ち寄れる場所にしていきたいです。

ぷらっとひろば

多機関協働プロジェクト
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富士見町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

具体的な事業計画

◎PDCAサイクル強化研修会を実施する。

　日々の惰性的な仕事からの脱却のため、

現状以上の完成度でのPDCAサイクルの

スパイラルアップを目指す。

◎ニーズキャッチの活性化をはかる。

・シートの様式の再検討

・点在するニーズの総括

・支援を必要とするかどうかだけでなく、

支援者となれるかのニーズキャッチ手法

を検討

◎地域協働の実施

　地域ニーズに対するＰＤＣＡサイクルを

意識した取り組みの展開・実施

◎関係機関とのパートナーシップの向上

　目標共有型の協働支援

取り組みのポイント
　組織の一体感、オール社協に向けて、
ツールを使いながらＰＤＣＡサイクルの徹
底を図ろうとしている。そのために社協の
理念を中心に据えて、職員への徹底及び
事業展開を実施している。また、住民に対
するニーズ調査を全職員がアウトリーチ
により実践することで、事業所の職員と地
域住民との顔の見える関係づくりにつなが
る。

【実施内容】
●点在する地域ニーズの掘り起こしのためのニーズ調査（町内130名対象）を

実施。
●社協職員としての気づきを集約するため「社協職員気になる！シート」を作

成。
● PDCA サイクルが回るためのシートの作成と試用。
●個別連携支援の継続。

【成果】
●「気になる！シート」にて94ケースが集まり、ケース検討会議を実施した。
● PDCA シートを試行し、アクションにつながったかの評価を実施した。

【今後の展開】
●各拠点ごとにケースに対する行動をPDCAに落とすなどして、オール社協+

地域+関係機関での個別支援の取り組みを進めていく。

　地域の幅広いニーズを拾える、感じられ

る社協職員育成が必要とされている。ま

た、PDCAサイクルを意識した支援サイク

ルの即時性と効果を高める取り組みが足り

ない。

　地域展開を実践する中で、困りごとを受

け止めるだけでなく、目標を持ったアクショ

ンにつなげられる力量が求められている。

現在、シートを活用して地域のニーズの共有を組
織内で図っていますが、その部分を強化すると

ともに、組織の理念がＰＤＣＡサイクルを通じて徹底
され、オール社協の体制になることを目指していき
たいです。

ニーズキャッチから実行に移す
仕組みの強化発展

多機関協働プロジェクト
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ボランティアセンターを
プラットフォームとした総合相談体制整備
辰野町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　町社協の組織改革を昨年度から検討委

員会にて実施している。社協について学ぶ

ことを基本に、「社協とはどういう組織か」

を各事業所で認識していく必要がある。

　相談・支援体制の強化として、従来はボ

ランティア・市民活動の拠点であったボラ

ンティアセンターの機能をプラットフォー

ムとして位置付け、窓口においてちょっ

とした困りごとや地域課題等のニーズを

キャッチして、専門職・専門機関へつなぐ

とともに、地域の支え合い活動を再構築す

る。

【実施内容】
●社協の組織改革
　①10月／組織図関係（検討委員会）
　②12月／職務分担について検討開始（検討委員会）
　③12月、2月／社協職員を対象にした研修会の実施
　④3月下旬／検討委員会の報告書作成⇒職員全員への周知を図る。
●住民を対象にした「地域福祉」の推進に向けた取り組み
　①8月／ホームページのリニューアルに向けて検討開始（検討委員会）
　②1月／支え合いの地域づくり講演会の実施
　③3月下旬／新ホームページ運用開始
●子どもの学習支援を通した居場所づくり
　①2月／関係課集まっての町内のニーズについて情報共有
　②3月／次年度の事業実施についての検討会

【成果】
●職員研修を通して、以前から共通認識を持てずにいた「社協とは」という

ことについて、全職員である程度の共通認識を持つことができた。
●地域包括支援センターとの連携のきっかけをもつことができた。

【今後の展開】
●各部門で実施している事業について、社協内での情報共有を図りたい。
●各部門でキャッチしているニーズを地域福祉部門（ボランティアセンター）

で集約し、住民と関係機関を巻き込んだ課題解決といった仕組みをつくる。
●子どもの学習支援について、関係機関と協働してのニーズ調査等を通して、

事業を実施する。
●たつの地域学校の開講に併せて、第二期の地域福祉活動計画策定に向けた

地区懇談会を開催し、地域のニーズ把握と地域の福祉力向上に向けた土壌
づくりを行う。

具体的な事業計画

◎社協組織改革を目指した検討委員会に

より職員全員で社協について学ぶ。

◎社協活動の情報発信を積極的に行い、

住民の「地域福祉」への関心を高める。

◎各事業所で把握した地域ニーズについ

て、定期的に組織を横断したケース検討

会を開催する。

◎ボランティアセンターにて『学習支援を

通しての「子どもの居場所」づくり事業』

を模索することで、子ども・子育て世代

からのニーズキャッチの場とする。

取り組みのポイント
　社協の本所とは別の建物にボランティア
センターがあり、開かれた拠点として住民
からのニーズを積極的に把握している。フ
ロント機能であるボランティアセンターを
プラットフォームとして考えられるのは社
協の強みである。社協組織全体において
把握した地域課題が集約され、住民とのコ
ラボレーションや新たな資源開発への発
展が期待される。

ボランティアセンターを独立した拠点として設置
しているのが特徴であり、相談をキャッチする

機能も有しています。一方、社協本体との連携や介護
保険事業との一体感が必要であり、そのためには、
職員全体で「社協とは？」をしっかりと考えていかな
ければいけないと考えています。

ボランティアセンター

多機関協働プロジェクト
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山形村社会福祉協議会

事業を必要とした背景

具体的な事業計画

◎職員が商店や郵便局等を訪問し、利用

者の状況・状態、店舗のユニバーサルデ

ザイン等について把握する。

◎村内の移動手段の一つである福祉バスの

利用状況や使い勝手等を把握する。

◎障がいのある方も含めた買い物ツアーを

開催する。

◎各取り組みを通じ、援助を必要とする

方、商店等、地域に住む方、それぞれに

とってプラスになるユニバーサルマップ

を作成する。

取り組みのポイント
　人を中心とした地域という考え方のもと、第2層協議体の開設に向けた
議論を進めている。身近な地域のＡさんＢさんが、どういう生活をしてい
てどういうことに困っているのかを議論した方が考えやすいため、Ａさん
Ｂさんの生活で関わるコンビニや郵便局も加わった関係者が参加し、意
見を出し合っている。福祉サイドが相手の業種に入って個別ケースで語り
合っていくことで多機関協働を実行しようとしている。

【実施内容】
●買い物ツアーの実施。
●資源マップ（第1版）の作成 【前年度の継続事項】。
●第２層協議体の開設に向けた検討。

【成果】
●個人を中心とした「第２層協議体開設に向けた情報交換会」を開催し、生

活上の困難さを抱えている人の周りにいる人や組織（商店）が集まり、情
報交換を行った。

●「第２層協議体開設に向けた情報交換会」では個人を中心とした情報交換
から地域の課題を抽出し、「第１層協議体」の中でその課題への対応や、
課題解決のための新たな取り組みを検討することができた。

●協議体のあり方とその中での生活支援コーディネーターの役割について村
と検討を進めていくことができた。

【今後の展開】
●「第２層協議体」の意味・意義を多くの住民、関係機関に発信する。
●「第１層協議体」と「第２層協議体」の関係性を整理し、参加しやすい環境

をつくる。　
●様々な人との連携で、地域に住む人をお互い様で支える仕組みづくりを進

める。
●その中での生活支援コーディネーターの役割等の確立を行っていきたい。

　昨年度、村内の独居高齢者を抽出し、職

員による戸別訪問調査をすることで生活状

況の一端が見えてきた。

　今年度は、さらに生活と密接に関連する

商店や郵便局等とそれらをつなげる交通に

も着目し、誰もが利用しやすいユニバーサ

ルデザインの視点で情報を見える化する。

そして、だれもが暮らしやすい村づくりに向

けた地域協働の取り組みへとつなげる。

ニーズ調査による誰もが暮らしやすい
村づくりに向けた地域協働

昨年度、職員が一人暮らし高齢者世帯に対して自宅を
訪問して住民のニーズ把握を行いました。今年度は

さらに、今行っている活動を地域にどう知らせていくか、
協議体を活用して様々な団体と一緒に地域資源について
考え、成果物にして住民に見せていきたいです。

協議体でマップを
見ながら会議

高齢者の支え合いマップ

多機関協働プロジェクト
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池田町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

　地域住民の複雑かつ多様化している

ニーズについて、社協だからできる地域支

援を改めて考えたい。そのためには、社協

の存在意義を職員全体で共有するところ

から始めたい。それには、まず、世帯の課題

を丸ごと受け止め、制度の狭間にも対応で

きるよう社協職員全員が相談に対応でき

る力をつける必要がある。

　また、今年度、地域福祉活動計画を社協

職員全員が関わる形で策定する。それに合

わせて社協職員一人ひとりが住民との距

離を縮め、気軽に相談に乗るためのスキル

を身につける研修を計画している。

　そのことにより、複数の事業を実施する

社協だからこそできる総合相談体制を構築

したい。

【実施内容】
●職員全体研修の実施。
　第１回「今求められている社協の役割とは」
　第2回「相談対応の基本、受け止め力を高めよう」
●地域福祉活動計画策定に向けて、全職員による聞き取り調査の実施。

【成果】
●職員全体研修を2回実施し、常勤、非常勤職員合わせてそれぞれ約8割の

参加があった。これからの地域共生社会や社協の役割を共有し、相談対
応の基本について学ぶことができた。

●聞き取り調査では、地域住民に聞き取りをする中で、「社協事業の名前は知っ
ているが、どのような活動か知らない」という声が多く聞かれた。聞き取り
に行った職員の感想では、「社協への関心が薄い」、「社協事業があまり知
られていないようだ」等の声が聞かれた。職員一人ひとりが、地域課題や、
現状に対する問題意識等を持つきっかけになった。

【今後の展開】
●地域福祉活動計画を策定し、どのように今後の地域福祉を推進するのか、

具体的な目標を定める。
●目標に向けて、地域住民と協力し取り組むための事業を検討する。

取り組みのポイント
　介護保険や障がいサービスなど各事業所が地域住民からの相談を受け
止める拠点となることを目指す過程では、職員研修を通して社協という組
織の理解を深めるとともに、全職員がアウトリーチをして全地区の住民に
対する聞き取り調査を行い、職員全体で地域福祉活動計画を策定してい
る。職員の共通理解を経て事業所で相談を受け止める場づくりへの展開
が期待される。

社協の事業所だからできる
地域支援

具体的な事業計画

◎職員の意識統一に向けた研修を実施す

る。

◎相談に対応できるスキルを身につける研

修を実施する。

◎地域福祉活動計画の策定に合わせて、

全職員が住民に対して戸別訪問を行

う。

◎介護保険事業所においても、住民との

距離を縮め、気軽に立ち寄り相談できる

関係性の構築と、相談内容に応じた専

門的なアプローチを行う。

全職員による聞き取り調査

社協が実施する各事業所において、「社協と
は？」という意味を考えていかなければいけな

いと思っています。今年度、地域福祉活動計画を策
定するので、職員一人ひとりが地域のキーになる方と
つながるきっかけにしていきたいです。

多機関協働プロジェクト
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坂城町社会福祉協議会

事業を必要とした背景

具体的な事業計画

◎「生活に困ったらまず社協へ」を合言葉

に、相談をまずは受け止めるという総合

相談窓口として機能させることを全職員

に徹底。

◎必要に応じて共有化を図り、チーム体制

を整え、本人や家族が抱える課題の解決

に向けて活動できるようにする。

◎これまでのまいさぽとの支援活動のノウ

ハウをそのまま活かし、関係機関へつな

げる活動を行う。

◎これまで社協に関わりのなかった層に対し

て窓口の周知を図るため、ホームページ等

を工夫して相談しやすい環境を整える。

◎地域住民との接触を増やすなどアウト

リーチ活動を積極的に行う。

取り組みのポイント
　まいさぽ出張相談所の実施等により個別ケースへの対応が増えてき
たことから、漠然とした地域づくりではなく具体的に困っている人を地
域としてどう支えていくかという視点で地域づくりが行える。そのため
に、総合相談をキーワードにして生活課題・地域課題を把握するための
職員によるアウトリーチを徹底。さらに、社協内や関係機関につなぎや
すくする共通シートの導入を検討し多機関連携を模索している。

【実施内容】
●配布用名刺を持ちながらの職員によるアウトリーチ活動（コンビニ、電器

店、商店、民生委員宅等）。
●地域福祉以外の職員も含めたケース検討会の開催。
●社協内または関係機関につなぎやすい土壌をつくるため、誰もが「社協の

窓口」としての意識をもてるよう、「困っている家庭把握シート（仮）」を各
職員に配布。

【成果】
●アウトリーチ：地域のお店で、生活等で困っている人の相談（傾聴）が実

施されていて、社協や他機関につながっていない現状がある（裏を返せば、
困っている人にとっての身近な存在は、社協ではなく、昔からの顔見知り
のお店（にいる人）である）ことがわかった。

●ケース検討：地域福祉係で扱う生活困窮や権利擁護ケースについて、介護
保険等サービス事業の職員も含めた検討会を実施。互いにサービスや制度
のことを知ることができ、係を超えて話し合う機会が増加した。また、互
いに把握した世帯の情報を相談し合える土壌がつくられた。

【今後の展開】
●新規事業等を通して多機関との関係づくりをより広く構築する。
　①地域のお店等との連携をどう図るか。
　②相談窓口機能をもっているという意識をどう保てるか。
　③生活困窮相談を通して多機関に社協の役割を認識してもらえるように

なったが、より気軽に相談してもらえる関係をどう作るか、また学習支援
事業を行うことで社協の役割をより広く認知してもらう。

　まいさぽや役場と連携しながら生活困

窮者支援を行う中で、世帯が持っている課

題が浮き彫りになった。社協としては、生

活困窮、障がい（特定相談）、居宅介護、

心配ごと、結婚と各種相談事業があるが、

社協としての総合的な相談窓口がなかっ

たので、総合相談体制を整備し、その強化

を図りながらニーズキャッチをしていきた

い。

　相談現場、介護現場、ボランティア活動

の現場であっても、解決できないとされる

相談でもあきらめない意識づけを行いた

い。

まいさぽができたことで、より複合的な課題を社協
としても受け止められるようになりました。そこ

で地域にアウトリーチを行い、「困ったことがあれば社
協へ」という総合相談機能を確立していきたいです。そ
のためにもオール社協として取り組んでいく必要があ
ると思っています。

配布用名刺

総合相談体制の確立及び
アウトリーチによる地域へのアプローチ

多機関協働プロジェクト
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山ノ内町社会福祉協議会

社協事業による個別支援と
住民主体による地域活動の連携

事業を必要とした背景

　山ノ内町は他の市町村と比較しても福

祉資金の貸付や日常生活自立支援事業の

利用者の割合が高い。要因としては、引っ

越してきた方、身寄りがない方が多いこと

が考えられる。

　緊急である程度の需要があれば迅速に

独自貸付事業を行い、生活の安定を支援し

ているが、貸付や日常生活自立支援事業等

の個別支援により相談事業を展開していく

にあたり、どのようにしたら生活が改善す

るのかを考えていきたい。

【実施内容】
●広報紙にて生活福祉資金、日常生活自立支援事業の周知。
●一人暮らし高齢者（約600世帯）を対象に郵便局、警察とタイアップした

防犯や詐欺の防止を呼びかけ社協を周知するハガキの送付。
●ボランテイアセンター事業では、“ 地域の縁側 ” 事業立ち上げに向けた取

り組みを実施。
●圏域の障がい者自立支援協議会の中で、支援が必要な方にとって“誰もが

住みやすい街づくり”をテーマに多機関メンバーで研修会を開催。

【成果】
●地域の縁側事業では先進地の視察や講座を開催し、必要性を感じることが

できた。また、自立支援協議会の研修会では、多機関にわたる協議会メン
バーで住みやすい街とは何かを考え、そこから見えてきた地域の課題を抽
出することができた。

【今後の展開】
●“地域の縁側”立ち上げに向けて準備をしていく。また自立支援協議会で

出された地域の課題をまとめ、内容ごとに協議会の部会で検討し対応して
いく。

具体的な事業計画

◎貸付事業を通じた総合相談事業を充実

させる。

◎地域福祉事業を通じた社協総合相談窓

口の周知をはかる。

取り組みのポイント
　圏域の障がい者自立支援協議会で挙
がってくる障がい者への地域理解に対する
課題は、社協の個別支援に関わってくる課
題と共通している。個別のニーズをしっか
りと受け止め、対応する一方で、身近な圏
域で課題の把握や解決に向けた地域づく
りを推進するとともに、広域の圏域におい
て、多機関と課題を共有しながら解決に向
けて取り組んでいけることは社協の強みで
ある。

地域の縁側講座

一人暮らし安否確認事業はがき

町の特徴として貸付の相談や日常
生活自立支援事業の契約者が大

変多いです。ただお金を貸し付けるだ
けでなく、個別課題をしっかりと受け
止めるとともに、ボランティアセンター
事業や地域福祉事業と連携して、総合
相談機能を充実させていきたいです。

多機関協働プロジェクト
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（１）「総合相談体制整備事業」について
【立科町社協】『支えあい自ら輝く地域づくり』
◎生活支援コーディネーターがアウトリーチをし、住民との関係をつくりながら情報収集を行い、関係づくりを進めなが

ら地区学習会や講演会を通じて住民の意識改革を促し、身近な圏域にサロンを新設して地域の中に居場所を作って
いった。

◎民生委員と連携しながら、一人暮らし高齢者へさらに細かいアウトリーチを行い、サロンに来られない孤立しがちな方
も参加できる直営の基幹型サロンも並行して作った。

総合相談体制整備事業
プロジェクト会議 まとめ
身近な圏域グループ

＊地区懇談会では、住民の何気ない行動、ちょっとしたことに着目し、原動力である思いの把握が重要である。そして、
「こんなことでいいんだ」と住民に見える化をしていくことが大事であり、そのためには取り組みの評価をきちんとして
いくことが必要になる。

＊困りごとの把握について、今、困っていない場合は、実は地域で支えられているのかもしれない。その場合は、「皆さん
はできている」ということを伝えていくことが大切である。また、その際に、このまま継続できるかを見ていく視点が必
要である。

＊困っていることに気づいていない、もしくは、困っていてもこれでいいと共有できていないことがある。その場合、「これ
から」を考えることで住民同士課題を共有することができるのではないか。

＊アウトリーチの重要性は分かるが、社会資源がない場合、聞いてきた課題をどうすればいいのか。
＊サロンは住民主導と社協の直営と両者あるが、どちらも情報収集の場として活かしていきたい。
＊地域の問題が表出したことは話し合うきっかけであり、住民の意識化につながる。
＊地域を見る力が必要である。
＊個から把握して、ダイナミックに展開できるのも社協の醍醐味ではないか。

●まずは、しっかりと広く受け止める「総合相談機能」を確立する。
●そして、解決に向けて住民と考えていく。

〈日時〉平成29年9月5日（火）13：00～15：30
〈場所〉南箕輪村社会福祉協議会　ボランティアセンター

主な発言

第1回

〈日時〉平成30年2月1日（木）13：00～16：00
〈場所〉南箕輪村社会福祉協議会　ボランティアセンター第2回

協議事項

［出席者］
内 藤 明 香氏 立科町社協　生活支援コーディネーター

久保 井 康氏 立科町社協　事務職員

唐 木 雅 彦氏 南箕輪村社協　事務局次長

田中眞佐子氏 高森町社協　コミュニティソーシャルワーカー

濱 島 徳 嗣氏 天龍村社協　事務局長

福 田 雅 之氏 南木曽町社協　福祉活動専門員

吉 村 笑 み氏 南木曽町社協　ボランティアコーディネーター

杉 村 信子氏 大桑村社協　生活支援コーディネーター

松  谷 　 学氏 大桑村社協　福祉活動専門員

丸 山 英 基氏 生坂村社協　地域福祉コーディネーター

佐 藤 恵 里氏 信濃町社協　福祉活動専門員

小 山 和 明氏 飯綱町社協　地域福祉課長補佐

ポイント
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【南箕輪村社協】『地域の支え合い再発見及び共有支援』
◎住民に対して、何気なく行っている活動の意味づけや意識づくり、気持ちづくりを徹底している。自分たちの普段の暮ら

しを見つめ直す機会であり、子ども、若者、シニア、高齢者等様々な層が参加した地区もあった。社協が新たに何かを作
らなくても、住民の気づきから新たな活動が生まれてきている。

◎行政とのパートナーシップが強く、行政と一体的に進めているところもポイントである。

【高森町社協】『地区の福祉ネットワーク構築のために「お助けマン事業」を再構築』　
◎拠点を別に構えるボランティアセンターは地域福祉機能を有し、貸付などの生活相談を始め、日常生活自立支援事業の

利用者、まいさぽの利用者など総合相談の機能を展開している。また、ボランティアセンター機能を活かし、趣味やテー
マ型の取り組みや講座を行い、参加の機会を提供するとともに緩やかな居場所として存在し、職員が介入やつなぐタイ
ミングを計りながら見守ることを行ってきた。

◎地区福祉組織の取り組みとして町が実施するお助けマン事業のコーディネートを社協が行っている。今回、お助けマン
のフォローアップを行おうとモデル地区を候補にしてアプローチを続けたが、課題を共有するまでには至らなかった。そ
こで、協議体に着目。協議体のメンバーは、地域の助け合い活動の団体、民生委員、サロン代表、社協等となっている。
社協単独ではなく協議体として地域へのアプローチの展開を検討している。

【天龍村社協】『過疎地域における総合相談支援の地盤づくり』
◎今まで社協として関わりの薄かった地域に焦点を当てた。70代のキーパーソンが行っていた「あつまらまい会」の継続

が難しい状況があり、そこに社協が入り地域の方と一緒に考えた。社協として何ができるのか、どのように関われるの
か、地域の課題とはなにかを検討。

◎次の担い手を検討すると、「リーダーになるのは厳しいが、社協からお願いされたお手伝いなら可能」という状況の場合
はあえてリーダーを作らなくてもいいのではないかと思う。

【南木曽町社協】『地域住民のニーズの把握と地域支援の基盤強化』
◎サロン活動に新設の総合相談担当職員が出向いて、サロンの世話役である連絡員にアンケートを行いながら地域の課

題把握に努めた。
◎サロンのリーダーは有償在宅福祉サービスの会員でもあるので、社協が受託する生活支援コーディネーターと連携をし

ながら地道に取り組んでいる。
◎住民に対して総合相談機能が認知され、社協が相談窓口になるよう取り組んでいく。

【大桑村社協】『「食」を通じたコミュニティカフェづくりと相談支援体制の構築』
◎既存の地域のサロンから社協の直営サロンに近いカフェに移行。楽しむことをキーワードに、参加意欲の向上、さらに

健康づくりにもつなげている。
◎今年度はごちそうキャラバン隊として「食」で展開。作る、食べるという楽しい体験で人がつながっていくプロセスが見

えた。「食」は誰にも関連することなので様々な層とのつながりが生まれた。
◎一人暮らし高齢者を対象に「食」に関するアンケートを行ったところ、一人の食事は寂しい様子がうかがえ、誰かと食べ

ることの大切さが浮かび上がった。今後は、配食だけでなく会食や食堂、さらには地域の食卓などの展開をしていきた
い。

【生坂村社協】『多世代交流と新たな担い手確保に向けた地域の福祉力向上事業』
◎村の現役世代は70～80代という高齢化の進む村において、大学とタイアップしながら、村の歴史を学ぶ目的で男性に

スポットを当てた「おしえてお父さん」の企画を実施。村の過去や現在、今後の展望を考える機会になった。
◎地域の住民は何を望んでいるのかが把握できていなかったので、住民から何が困っているのかを聞き出しやすい雰囲

気を作っていく必要がある。井戸端会議から出てくるつぶやきを拾う、雑談の中から重要な意見を拾う、そこから思いを
くみ取れるような仕組みづくりが必要である。

【信濃町社協】『生活困窮者支援から地域共生社会の実現に向けて』
◎社協が月2回、統合された旧小学校を会場に実施するお買い物サロンが特徴的。全て送迎で行っているため、高齢化で

地域のサロンが無くなった方、足の確保ができず地域のサロンに通えなくなった方の居場所を確保している。また、地
域との関係性が崩れ地域のサロンに参加できなくなった方の居場所にもなっている。その方にとっては「お買い物」があ
ることで参加する目的があり、自尊心を傷つけない。
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◎今年度、まいさぽの相談者の参加が増加。その方々にはサロン内での役割を意識している。職員が見守りから介入のタ
イミングをはかっており、自然な形で相談につながることができ、そこからボランティアの受け入れやまいさぽにつな
がって就労につながった成功例もある。

◎旧小学校区（5か所）にこだわりたい。それぞれの地域が持つ地域課題が異なり、生活も異なる。きっかけやタイミング
をはかりながら新たな地区にアプローチする。サロンという名目であるが福祉懇談会をイメージしている。

【飯綱町社協】『地区福祉推進委員会「つながり隊」を通じた相談機能の強化』
◎つながり隊は広報配布時に一声かけて挨拶をする。挨拶だけでなく近所づきあいにもう一声かけることで「実はね

……」と相談ごとを聞けることがある。これが大事であると感じる。
◎地域福祉活動計画の重点項目をどう浸透させていくのかを、地元の漫画家が分かりやすくマンガにして年4回広報紙で

全戸配布している。さらに、アニメにしてＤＶＤにすることも予定している。
◎地区ごとに福祉教育を行っていることも特徴的。助成金による仕組みと職員が徹底的に黒子になりながらアウトリーチ

をして展開している。さらに、お楽しみ食事会をセットにしているケースも多く、本音で話し合うことができる様子があ
る。話し合う場をつくる仕掛けをし、地域づくりにつなげる取り組みはまさにコミュニティデザインの実践である。

（２）地域共生社会の実現に向けて（プロジェクト会議に参加して）
＊少ない職員体制の中で日々の業務に追われていたが、一旦立ち止まっ

て振り返ってみることも必要である。ただやっていることではなくきち
んとソーシャルワークとして捉える重要さを感じた。

＊社協と行政が主導で行ってきたことで住民のストレングスを奪ってい
たのではないかということに気づくことができた。住民の思いを聞い
て、実現できる機会を一緒に考えていかないといけないのではない
か。そのためには、コミュニティデザインの場の雰囲気づくりや意識づ
くりをしっかりとやっていかないといけない。

＊こういった情報交換の場があることでいろんな福祉の取り組みがあることが実感できた。自分たちの取り組みで悩むこ
とは多々あるが、他地域での取り組みを思い出しながら乗り越えるためのアイデアを考えていきたい。

＊これでいいではなく、もう少し違うやり方があるのではないかと多角的に見る視点で相談支援に取り組んでいかなけれ
ばいけないと感じた。

＊ターゲットは地域住民。住民が迷わないようにしっかりと社協としてのカラーを出していきたい。
＊支える側、支えられる側はやっぱりないと感じる。支えられる側かもしれないが、その人の存在によってまた地域が新し

い局面に動いていくこともある。そういう面でも、改めて社協が動いていく必要を感じた。
＊地域づくりを試行している中で正解は本当にない。どれが正しくて、どれが間違っているのかが分からず一歩進んで二歩

下がって取り組んでいる中で、他地域の取り組みを聞くことで新たな気づきがあり、また一歩新たな地域づくりへと進
むことができた。

＊日々の業務で個別相談が多く、こういった会議の機会がないと地域のつながりや地域共生に対する視点が培われない
ので大変有効な機会であった。地域で支えていく概念がないと、一人の個別支援すらできなくなる恐れがある。

＊生活支援コーディネーターになり成果が求められる中で、なかなか形として出てこないのが地域福祉であり、じっくり寄
り添う視点が大事であることが認識できた。

 「住民へのアプローチ」「発見とつなぎ
（地域で発見・地域で解決）」「個人の尊
厳を尊重した地域づくり」「支える・支えら
れるを超えた関係性、取り組み」を実施し
ていくために、住民と向き合いながら住民
と一緒に、『ゆっくり変化』させていくため
のソーシャルワーク機能が重要である。

まとめ
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＊社協の組織の理念として「地域でねばる」を中核においている。
＊総合相談やボランティアセンターの機能は、多機関から受け止めることと合わせて多機関に発信することである。
＊共生について考えると、誰もが参加できることが重要であり、そのためには場づくりなど地域に溶けこむ術を考えていく

必要がある。
＊オール社協とは脱縦割りである。縦割りは分かりやすいが横のつながりが大事になってくる。
＊なぜ社協に相談が来たのかを考えると、制度に振り分けるだけでなく地域の力やボランティアが必要とされている。協

議会とは住民代表であり、関係機関であるといういい立ち位置である。
＊総合相談とは課題の整理のためのケースワークを行い、課題を解きほぐして解決に向かうだけでなく、ソーシャルワー

クにて課題の発見、解決に向けた環境を整えることが重要である。この部分は従来、そして今も、社協が行っていたこと
である。

＊どの機関も地域づくりに取り組んでいるがそれぞれ時間軸が違う面がある。
＊総合相談として受け止めたものを多機関に返していく方法として、つなげる、支えていく、伴走などがある。さらに、遠く

からつながっている視点も重要である。

協議事項

（１）「総合相談体制整備事業」について

【軽井沢町社協】『ボランティアセンター発、月例情報市
い ち ば

庭の取り組み』　
◎月例情報市庭の取り組みは、運営委員が主体的に場の設定をするようコーディネーターが黒子の役割に徹して下支えを

している。
◎市庭にはホテルやアウトレットの店員も参加している。ホテルの従業員は他地域から来て仕事と家の行き来を繰り返し

ており孤立しがちであることが分かるなど、市庭を行うことで今までにないような相談もひろえている。早期発見、受
け止め、担い手のしかけがあり総合相談につながる展開である。

総合相談体制整備事業
プロジェクト会議 まとめ
多機関協働グループ

〈日時〉平成29年9月6日（火）9：30～12：00
〈場所〉長野県社会福祉総合センター　共用A室

主な発言

第1回

［出席者］
土 屋 慎一氏 軽井沢町社協　ボランティアコーディネーター

山 田 翔 太氏 御代田町社協　総務福祉係

森山理英子氏 下諏訪町社協　主幹

名 取 祐 仁氏 富士見町社協　事務局長

進 藤 竜一氏 富士見町社協　地域福祉係長

赤 羽 美 香氏 辰野町社協　ボランティアコーディネーター

田中雄一郎氏 山形村社協　地域福祉推進事業部長

細 沼 洋史氏 池田町社協　池田デイサービスセンター小島館所長

山口なほ子氏 池田町社協　社会福祉士 ボランティアコーディネーター

山 田 篤 紀氏 坂城町社協　主任

山 口 辰 也氏 山ノ内町社協　事務局次長

第2回

●社協組織内で情報共有や理念構築などの内部の整理を行うことでオール社協体制を取ること 
　ができると、多機関連携へとおのずとつながっていく。
●多機関が地域づくりのアンテナをそれぞれ立てているので、どのアンテナにどうやって周波数

を合わせていくのかを見える化し整理していく。

〈日時〉平成30年1月31日（水）13：00～16：00
〈場所〉長野県社会福祉総合センター　第１会議室

ポイント
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【御代田町社協】『ワークスペースの整備と居場所づくり事業』
◎空き家を地域の縁側として居場所に活用、展開している。今年度は、障がいのある方や、引きこもりの方に焦点を当て、

拠点内にワークスペースを設けて地域住民と一緒に作業できる空間を整備。まいさぽを利用している方で就労につなが
らなく出口支援につながらない方もいる。そのような方に、ワークスペースにて居場所と役割を提供することで、自己有
用感を高められる取り組みになる可能性がある。

◎ワークスペースで行う仕事（役割）の獲得のため、社協職員が企業に出向いて内職のような仕事を出してもらえないか
企業回りを実施。仕事の分野に社協が飛び込み、企業開拓を行っている。

【下諏訪町社協】『街のフリースペースで展開する相談支援及び情報提供』
◎昨年度、空き家を利用し「にこっと」というコミュニティスペースの拠点がオープン。多世代の居場所として様々な活動が

生まれ展開している。一方、スペースが家の中にあり入りづらい人もいるので、イオンのフードコート内にオープンスペー
スの拠点を設けて、子ども、困窮、障がい、仕事の4分野が週替わりで情報提供を行える場「ぷらっとひろば」を開設。
仕事も含め、福祉に限らずマルチな分野に裾野を広げ、それを社協がコーディネートしている。

◎支える、支えられるを超えた場、どこにもつながらない方を一旦受け止める場にもなっている。

【富士見町社協】『ニーズキャッチから実行に移す仕組みの強化発展』
◎オール社協、組織の一体感に向けて、ツールを使いながらPDCAサイクルの徹底を図ろうとしている。そのために社協の

理念を中心に据えて理念のもとに事業展開をしている。
◎社協組織全体で進めていることが特徴であり、サポートシートを活用して点在する地域ニーズの掘り起しのための調査

を行っている。地域部門の職員だけではなく全職員で取り組んでいる。挙がってきた課題をどうやって解決するか考え
て地域に返していく予定である。

【辰野町社協】『ボランティアセンターをプラットフォームとした総合相談体制整備』
◎社協のフロントとしての窓口であるボランティアセンターをプラットフォームに考えられるのは強みである。
◎組織改革を行っており、「社協とは」について職員全員に共通認識が持てるように考えているが、ボランティアセンター

が何をしているのかが見えていない職員もおり、社協の中で仕組みを作るのはこれから調整が必要である。

【山形村社協】『ニーズ調査による誰もが暮らしやすい村づくりに向けた地域協働』
◎ユニバーサルな視点でまちを歩く買い物ツアーを実施して、まちの方々にも理解を得ながら資源マップを作成するアウ

トリーチ型の展開を実施。成果物については、今後どのように利用していくかの方が大事であるが、まだその議論の段
階までには到達していない。

◎協議体の2層をイメージできるよう地域に近いところで人を中心とした地域という考え方のもと、個別の企業やコンビ
ニなどで困った人、心配な人はいるので、身近なＡさんの買い物など具体的な生活の場面について、地域の方も入りな
がら検討している。多機関協働では、福祉サイドが相手の業種に入っていくことが必要であり、個別のケースで語れるよ
うになってくると成果として見えてくる。

【池田町社協】『社協の事業所だからできる地域支援』
◎職員全員が社協という組織の理解を深めるために研修を実施し、全職員の約8割が参加した。それを踏まえて地域福祉

活動計画を作成するために全職員がアウトリーチをして全地区の住民への聞き取り調査を行っている。
◎職員自身が社協のことを知らない状況があり、地域福祉の職員と介護保険事業の職員とのギャップがあったため、今回

の取り組みは各職員にとって社協組織への関心が湧くとともに、地域を身近に感じることができ、地域住民に対する気
づきが得られたことが良かった。職員共通理解を経て事業所で相談を受け止める場づくりに展開していきたい。

【坂城町社協】『総合相談体制の確立及びアウトリーチによる地域へのアプローチ』
◎総合相談をキーワードにアウトリーチの徹底として、「生活のお困りごとは何でもお気軽に相談してください」を名刺サ

イズで作成し、町内のあらゆる場所で配布。
◎社協組織内でも、地域福祉係が主導してケース検討会を実施し、複合的な視点を踏まえた学び合いを実施。さらに、

「困っている家庭把握シート」を職員に配布し、社協内及び関係機関につなぎやすくする取り組みを実施。
◎今後は学習支援事業の実施も検討。まいさぽとの連携を通じて多機関に社協の役割を認識してもらえたが、さらに学習

支援の個別の案件を通じて多機関連携を広げていきたい。
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【山ノ内町社協】『社協事業による個別支援と住民主体による地域活動の連携』
◎生活に関する相談が多く、また、日常生活自立支援事業の利用件数が多いなど個別支援の取り組みが特徴。個別の課

題を受け止めている一方、地域福祉の拠点が外部の建物にあり、わくわく商店街の取り組みやサロン活動の推進など
が活発である。さらに、圏域の障害者自立支援協議会において、当事者団体、行政、社協、各事業所等のメンバーで議論
を重ねている。多機関で話し合っているが、地域の理解、交流の場・生活の場に対する不便など、既存の個別支援に共
通して関わってくる課題でもある。

◎個別のニーズをしっかりと把握していることを根底にし、一方で身近な地域で地域づくりを推進する、さらに圏域におい
て多機関と連携して専門性を発揮していくという社協の強みが出ている。

（２）地域共生社会の実現に向けて

【学習支援事業】
＊引きこもっている子に対して、学校の先生が会いに行くこと

ができていないのであれば、この事業を使って顔の見える関
係を築くためにきちんと訪問することができる。家に入ると
いろんなニーズが把握でき専門機関につなぐきっかけにもな
る。

＊経験や体験が足りていない子に対して、目指している職業の
先輩と話をするとか、母子・父子家庭の場合は親と違う異性の大人と話をする時間を増やすなど、社協が学習支援を受
ける意義は、様々な方とつなげていくことができ、その家庭にとって幅の広い支援ができる点である。さらに、勉強だけ
でなく世帯丸ごと生活支援を行っていけるのは社協の強みである。
【ソーシャルワーク】
＊排除と包摂が地域の中にあり、どうやって対立関係を解きほぐし、どういう解決方法を導いていけるか、そのためのソー

シャルワークの技術の重要性を感じる。そのための勉強する機会や研修が必要である。
＊課題の早期発見から解決までのソーシャルアクションを含めて、社協組織としてのソーシャルワーク機能が問われてい

る。
＊組織のソーシャルワーク力は、結局のところ個々のソーシャルワーク力をどれだけ高められるのかであり、そのための方

向性をきちんと提示するのが組織の理念である。個々の職員が成功体験を少しずつ重ねて、自分の対応により対象者
の生活がこれだけ変わった、逆にうまくいかなかったという経験の積み重ねを自分の仕事の中でしていってもらうこと
が重要である。

＊ソーシャルワーカーが専門的な対応により地域の視点を排除から共生に変えていく必要がある中で、これからの社協に
おいては、さらに、ソーシャルワークへの取り組みが大きなポイントとなってくる。

 「社協組織内での総合化」「総合相談体
制の構築」「多機関とのネットワーク」「我
が事・丸ごとの地域づくりへの展開（包括
化推進員・学習支援事業）」を実施してい
くために、『多様なアンテナ』からのニーズ
キャッチと、『多彩な連携先』と一緒に解決
を試みるためのソーシャルワーク機能が重
要である。

まとめ
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平成29年12月12日付厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知
「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」　（本会要約） 

○はじめに

　人々が生活していく上で生じ得る課題は、介護、子育て、障害、病気等にとどまらず、住まい、
就労を含む役割を持てる場の確保、教育、家計、そして孤立など、いわば「くらし」と「しごと」の
全般にまで及ぶ。
　本人や世帯の課題を包括的に受け止めるためには、本人や世帯を「制度」の枠組みから見るので
はなく、生きる意欲や力、生きる希望といった強みや思いを引き出しながら必要な支援を考えてい
くことが必要であり、本人や世帯の「くらし」と「しごと」を包括的に支えていくこと、それを地域
づくりとして行っていくことが求められている。

⇒

社会福祉法改正（平成30年4月1日施行）
　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、本人
とその属する世帯全体に着目し、介護、保健医療に限らない地域生活課題を把握するとともに、地
域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関と連携し、解決を図っていく旨が定められた。

○第一　社会福祉法改正の趣旨について

（地域福祉の推進）
第4条第2項【新設】
　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、①本
人のみならず、その者が属する世帯全体に着目し、②福祉、介護、保健医療に限らない、地域生活
課題を把握するとともに、③地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関と連携し、課題の解
決を図る。

（国及び地方公共団体の責務）
第6条第2項【新設】
　地方公共団体は、上記を促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な措置を講ずる責務を
負う。

　これまで掲載してきた本事業における実践は、いずれも「地域共生社会の実現」に向けた地域福祉の推進
へとつながる取り組みです。厚生労働省は、地域福祉の推進から地域共生社会の実現を目指すため、社会福
祉法を一部改正し、市町村における包括的な支援体制の整備について指針を告示しながら、世帯の課題を包
括的に捉え、多機関と連携しながら課題解決を図っていくことを国の施策として提唱していますが、まさに
その具体的な取り組みがこの総合相談体制整備事業から始まっています。

　なお以下は、平成29年12月12日付厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長名で発信された、
地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進に関する通知内容の概要です。この通知内容にこれまで掲載し
てきた各社協の実践を位置づけることができるので参考としてください。

　おわりに　　地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について
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（包括的な支援体制の整備）　
第106条の3【新設】　
　（１）地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備
　（２）地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備
　（３）多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築

○第二　市町村における包括的な支援体制の整備について（第106条の3）
（１）「住民に身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みること
ができる環境の整備

地域住民やボランティア、地域住民を主体とする地区社協等が中心となって実施
①地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援
　住民、自治会、町内会等の地縁組織をはじめ農・商工業等の福祉以外の分野の組織等に対して働き
かけや活動を支援する。

（例示）
　・生活支援コーディネーターを活用し、活動の範囲を全ての世代の人を対象に拡大していく
　・社会福祉協議会のボランティアセンターの取組を発展させ、ボランティア活動を通じたまちづく
りのためのプラットフォームとしていく
②地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備
　誰もが気軽に立ち寄り交流を図ることができる場や住民と専門職が話し合う場ともなる住民の自主
活動等の拠点を整備する。

（例示）
　・公民館、生涯学習センター、空き民家、空き店舗、小さな拠点等の活用
　・コンビニ、ドラッグストア等との連携、協力を図る等の試み
③地域住民等に対する研修の実施
　地域福祉活動への関心を高め活性化させていくため創意工夫ある取組を行う。その際、社会福祉協
議会等が地域の状況や活動等について把握している情報を数値化・可視化し、提供する取組も有効で
ある。

（留意点）
地域から排除されたり、一部の人から強く拒否されている人への支援については、ソーシャルワーカー
が専門的な対応をしていく中で、徐々に地域住民と協働していく。

（２）「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

①地域住民の相談を包括的に受け止める場の整備、周知
　地区社協、市町村社会福祉協議会の地区担当等、地域の実情に応じて適切に設置
②地域の関係者等との連携による地域生活課題の早期把握
　地域の関係者、関係機関等との意見交換や座談会等を開催
③地域住民の相談を包括的に受け止める場のバックアップ体制の構築
　専門的・包括的な支援が必要な場合には、適切な支援関係機関につなぐ体制
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（留意点）
・必要に応じてソーシャルワーカーによる支援が受けられる体制の整備が求められる。
・相談を包括的に受け止める場を設置する際、地域住民が中心となって担う場合の例として、小学校
区ごとに地域住民による「なんでも相談窓口」を設置するとともに、社会福祉協議会のＣＳＷが専門
的観点からサポートする。

（３）多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築
「住民に身近な圏域」では対応しがたい複合的で複雑な課題や制度の狭間にある課題等を多機関が協
働して包括的に受け止める相談支援体制を整備する。

①支援関係機関によるチーム支援
　本人の意思やニーズに応じて新たな支援者を巻き込みながら、分野横断的な関係者の「顔の見える」
関係（ネットワーク）を広げていく。
②協働の中核を担う機能
　自立相談支援機関、社会福祉協議会等、地域の実情に応じて適切な機関が担う。
③支援に関する協議及び検討の場
　協議や検討の場、コーディネートの機能の必要性や役割・機能を整理し、システムとして再構築し
ていく。
④支援を必要とする者の早期把握
　「待ちの姿勢」ではなく、関係機関と連携し、対象者を早期かつ積極的に把握し、支援につなげる
ことができる体制を構築する。
⑤地域住民等との連携
　公的制度による専門的な支援のみならず、地域住民・ボランティアとの協働も求められる。

○第三　市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン

　地域福祉（支援）計画の策定が努力義務化され、必要的記載事項が追加されているが、これは「市町
村における包括的な支援体制の整備」を促進するものである。

（１）市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項
　①～④省略
　⑤包括的な支援体制の整備に関する事項

（２）都道府県地域福祉支援計画に盛り込むべき事項
　①～④省略
　⑤市町村における包括的な支援体制の整備への支援に関する事項
　→　以上を踏まえなければ、法上の支援計画としては認められない
　→　主体的にその趣旨を斟酌し具体的な内容を示すとともにその他の必要な事項を加え、それらを
計画に盛り込む必要がある。

参照：「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針（平成29年厚生労
働省告示第355号）」
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